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A すでに大分市から児童手当の支給を受けている者  

◆手当が減額となる場合                             青字は様式があります。 

⑴ 児童等が施設入所や里親に預けられた
場合 

改定届 
(児童手当の額を減
額するための手続
き) 

①届出者(窓口に来る者)の顔写真入り本人
確認書類（マイナンバーカード、運転免
許証 等） 

 
⑵ 配偶者との離婚に伴い児童等と生計が別に

なった場合 
⑶ 児童等が死亡した場合 
⑷ 児童等が国外転出（留学要件に該当する

場合を除く）する場合 
⑸ 児童を監護しなくなった場合または生

計要件を満たさなくなった場合 
⑹ 大学生年代の者について、「監護に相当

する世話および必要な保護」をしなくな
った場合または「生計費の相当部分の負
担」をしなくなった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


